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特定非営利活動法人 むすび      

 

１ 事業の成果 

大幅な赤字となりました。訪問介護の介護報酬減額に加え、担当ヘルパーが退職をしたことにより仕事

が引き受けられなかったこと、居宅介護支援事業においてのケアマネジャーの減少によるところが大き

いです。地域活動の参加者・収益ともに昨年度並みを維持しています。初任者研修は応募者がいなかった

ため、開催できませんでした。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【37,367】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

家事及び介助
介護等自立援
助に係る事業 

自費で行う家事援助及び
介助介護等の訪問型サー
ビス 

主に月曜
～金曜の
8 時～18
時 

むすび事
務所およ
び利用者
宅 

27 人 地域の方 のべ 
330 人 

4,064 

介護保険制度
における居宅
介護支援に係
る事業 

ケアマネジャーによるケ
アプラン作成 

主に月曜
～金曜の
8 時～18
時 

むすび事
務所およ
び利用者
宅 

 
 

2人 

地域の方
で介護認
定を受け
ている方 

のべ 
786 人 8,149 

介護保険法に
基づく居宅サ
ービス事業 

介護保険法に基づき行う
訪問介護サービス 

主に月曜
～金曜の
8 時～18
時 

むすび事
務所およ
び利用者
宅 

 
 

27人 

地域の方
で介護認
定を受け
ている方 

のべ 
556 人 

19,649 

障害者総合支
援法に基づく
障害福祉サー
ビス事業 

障害者支援法に基づく訪
問型サービス、重度訪問、
居宅介護サービス、移動支
援サービス 

主に月曜
～金曜の
8 時～18
時 

むすび事
務所およ
び利用者
宅 

 

27人 

地域の方
で障害者
認定を受
けている
方 

のべ 
152 人 1,562 

保育に係る事
業 
ミニデイ、配
食、会食に係
る事業 

練馬区委託等、在宅で行う
保育サービス 
練馬区委託等ミニデイ事
業の運営 

主に月曜
～金曜の
8 時～18
時 

むすび事
務所、利
用者宅、
集会所２
か所 

 
 

27人 

 
 
地域の方 

のべ 
281人 2,664 

地域福祉に関
する市民の啓
発と人材養成
等を図る事業 

介護職員初任者研修、実務
者研修の企画運営 

令和 6 年
5 月 7 日
～令和 7
年 2 月 1
日までの
毎火・水
曜日 

むすび事
務所内 

 
 

3人 

 
 
地域の方 

2 人 319 
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地域交流の場
を提供する事
業 

地域交流のための場所の
運営、イベント、各種教室
の運営 

主に月曜
～金曜の
8 時～18
時 

むすび事
務所 

 
 
10 人 

 
 
地域の方 
 

のべ
4,692 人 533 

その他 本会
の目的を達成
するために必
要な事業 

培ってきたそれぞれの人
生を尊重し活躍の応援に
つながる傾聴ライター講
座を開催 

令和 6 年
4 月～令
和 7 年 3
月まで全
1 2 回の
講座を実
施 

新宿区内
の 2 か所 

 
1 人 

 
地域とそ
の周辺の
方 24 人 427 

 

 

（２）その他の事業                    （事業費の総費用【    】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

事業費 
（千円） 

  

  

  

  

  

  

 


